
●指定基本事項

サービスの種別

事業所の名称

所在地

開設年月日

開設者

代表者名

従事者（職員）

　過去１年間の実績 要介護度別の利用者数

月

令和７年 1月 47 件

　　　　　　2月 49 件

　　　　　　3月 48 件

　　　　　　4月 52 件 13 名

　　　　　　5月 49 件 16 名

6月 51 件 8 名

7月 55 件 7 名

8月 51 件 4 名

9月 52 件 合計 48 名

10月 51 件

11月 52 件

12月 44 件

平均 50.1 件

指定（更新）期間 　　　令和８年４月１日～令和１４年３月３１日

●事業所の運営に関する方針

●サービスの内容に関する自由記述

社会福祉法人　丹南厚生会

理事長　芝　拓哉

管理者１名
介護支援専門員（常勤：専従１名、常勤：兼務1名）

利用者等

給付管理件数

要介護2

要介護3

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めることを目的として、利用
者の選択に基づき適切なサービスが総合的かつ効果的に提供されるよう居宅サービス計画の作成を行う。

要介護1

適切な介護サービスが利用できるように、介護サービス計画書の作成や事業所との調整、給付管理等を行う。

要介護4

要介護5

居宅介護支援

特別養護老人ホームやすらぎ園

兵庫県丹波篠山市味間奥字水坂ノ坪８３３番地３

平成１２年４月１日

(令和８年1月末時点）
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●サービスの質の向上に向けた取組

●運営状況

出典：介護サービス情報公表システム

介護支援専門員としての質の向上を行うために、ケアプラン作成や高齢者虐待、感染症予防など
の研修に参加を行う。
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